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用語解説 

 

 

【ア行】 

ＩＣＴ 

情報処理や通信に関する技術等の総称。地域社会においても、少子

高齢化、医師不足、協働教育の実現、地域経済の活性化等、様々な

課題に活用することが期待されている。 

アンダーパス 
道路や鉄道等の交差点で、車両や歩行者がその下を通過できるよう

に設けられた地下道や低い通路のこと。 

インセンティブ 
目標を達成するために企業や人等に対して行動を促すための動機

付け（支援）を行うこと。 

インバウンド 
海外から日本を訪れる旅行者や、その訪日観光に関連する需要・ビ

ジネスのこと。 

インフラ インフラストラクチャーの略語。水道や道路等の社会基盤のこと。 

雨水浸透桝 雨水を一時的にためて、地中にしみ込ませるための装置。 

ウォーカブル 徒歩で快適に生活できるまちづくりや空間。 

AIデマンドタクシー 
人工知能（AI）を活用して、利用者の乗車予約や移動需要に応じた

最適な配車を行うタクシーサービス。 

液状化 
地震の振動により地盤が液状の性質を示し、地表の構造物の沈み込

みが発生する現象。 

温室効果ガス 

地球の大気中で熱を閉じ込め、地表を温める働きをする気体。これ

らは太陽光を通しやすい一方で、地表から放出される赤外線を吸収

して再放射するため、地球の温暖化の原因となる。 

オープンスペース 
都市部で建築物が建てられていない広がりのある空間。広場のほ

か、緑地、市街地内の農地、河川などが含まれる。 

 

【カ行】 

開発行為 

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に

供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。（都市計画法第

４条第１２項） 

家屋倒壊等氾濫想定

区域 

想定最大規模降雨が生起し、近傍の堤防が決壊するなどした場合

に、現行の建築基準に適合する一般的な建築物の倒壊・流出をもた

らすような氾濫等の発生が想定される区域。 

幹線道路網 
都市の骨格をなす道路で広域交流を支え、都市内を連絡する主要な

道路網。 

かん養 地下水や土壌に水分をしみ込ませて蓄えること。 

基幹管路 
水道やガスなどの供給システムで、主要な幹線となる大口径の管

路。 

既存ストック 
これまでに整備された資産（社会資本）のこと。都市の基盤施設や

歴史・文化、産業や自然に関するストックの総称。 

帰宅困難者 
災害や事故などの影響で、公共交通機関の停止や道路の混雑によ

り、自宅へ帰ることが難しくなった人。 
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用語解説 

軌道 

道路交通の補助機関として一般道路交通の用に供するため、原則と

して道路に敷設される鉄道をいう。具体例としては、路面電車、都

市モノレール、新交通システムなどがある。 

急傾斜地崩壊危険区

域 

崩壊の危険がある急傾斜地で、崩壊することにより多数の居住者等

に危害が発生することが予測される土地及び隣接する土地のうち、

「急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律」に基づいて指定さ

れる区域。 

緊急輸送道路 

地震等災害発生後において、避難、救助をはじめ物資の輸送、諸施

設の復旧など応急対策活動を実施することを目的に定められた道

路。主要な都市間及び他県、防災拠点を連絡する緊急輸送道路を活

用し、緊急車両や援助物資の運搬車等が 応急対策活動を行う。 

熊本都市圏 

熊本市、宇土市、宇城市、合志市、菊池市、大津町、菊陽町、西原

村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町の５市６町１村から構成され

た都市圏。 

グリーンインフラ 

グリーンインフラは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト

両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で

魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組のことをいう。防災・

減災、自然環境の保全、地域振興等の多様な地域課題の同時解決を

図ることができる取組としても注目されている。 

グリーンスローモビ

リティ 

時速２０ｋｍ未満で公道を走ることができる電気自動車を利用し

た小さな公共交通サービスで、その車両も含めた総称。 

建蔽率 敷地面積に対する建物の建築面積（建物が地面を覆う部分）の割合。 

高規格道路 

自動車専用道路もしくはこれと同等の高い規格を有し、６０～８０

ｋｍ/ｈの高速サービスを提供できる道路で、本市域及び周辺にお

いては、熊本西環状道路、熊本天草幹線道路、中九州横断道路等が

位置づけられている。 

校区防災連絡会 
小学校区ごとに設置し、平時から、避難所運営委員会の設置に向け

た協議等を行う、地域住民による防災活動を担う組織。 

工業地域 

都市計画における用途地域のなかで、主として工業の利便を増進す

るための地域。あらゆる工場のほか住居や店舗も建てられるが、原

則として、学校、病院、ホテルなどは建てられない地域。 

公共交通空白地域 

鉄軌道や路線バス等の公共交通が存在しない地域をいう。本市では

熊本市公共交通基本条例においてバス停留所等からの距離が１，０

００ｍ以上離れた地域と位置付けている。 

交通結節点 
様々な異なる交通手段（場合によっては同じ交通手段）が交わる地

点。 

交通弱者 
こどもや高齢者等運転免許を保有していなかったり、自家用車を保

有しておらず、自動車中心社会において移動を制約される人。 

交通モード 
人や物を移動させるための交通手段の種類。 
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用語解説 

 

 
高度利用地区 

都市計画法第８条に基づく地域地区で、土地をより有効に使うため

に建物の容積率や建蔽率などを緩和し、用途や形態を制限する地

区。 

コンパクト・プラ

ス・ネットワーク 

人口減少・高齢化が進む中、地域の活力を維持するとともに、高齢

者をはじめ都市居住者が安心して暮らせるよう、生活に必要な医療

や福祉、商業等の機能を一定の地域に集約し、各地域を交通や情報

通信などのネットワークで結ぶ都市構造。 

 

【サ行】 

サイクル＆ライド 
自転車で駅やバス停まで移動し、その後公共交通機関に乗り換える

移動方法。 

災害危険区域 

建築基準法第３９条の規定に基づき、津波、高潮、出水等による危

険の著しい区域を地方公共団体が条例で指定した区域。本市では急

傾斜地崩壊危険区域が指定されている。 

市街化区域 

すでに市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に優先

的かつ計画的に市街化を図るべき区域として、都市計画で定めた区

域。（都市計画法第７条） 

市街化調整区域 
市街化を抑制すべき区域として都市計画で定めた区域。（都市計画

法第７条） 

市街地開発事業 

市街地を面的、計画的に開発・整備する事業で、宅地等の整備やこ

れと一体となった公共施設の整備等を行うもの。土地区画整理事

業、市街地再開発事業等の７種類が定められている。（都市計画法

第１２条） 

指定避難所 

避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在さ

せ、又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させ

ることを目的とした、市町村があらかじめ指定した避難施設。 

市電ロケーションシ

ステム 

スマートフォンやパソコンで市電（路面電車）の現在位置や到着予

定時刻・系統・低床電車情報などをリアルタイムで確認できるサー

ビス。 

市民参画 行政や地域の意思決定や活動に、市民が主体的に参加すること。 

集中備蓄倉庫 
災害時に必要となる食料・飲料水・毛布などの生活必需品を、広域

的に効率よく供給するために集中的に保管しておく倉庫。 

シェアサイクル 
スマートフォンや専用アプリを使って、複数のステーション間で自

転車を借りたり返したりできるサービス。 

集落内開発制度 

地域コミュニティの維持を目的として、一定の基準を満たせば、市

街化調整区域で特例的に開発や建築を認める制度。都市計画法３４

条１１号に基づく区域（集落内開発制度指定区域）が対象。 

自動車分担率 

全体のトリップ移動に対してのうち、自動車を利用したトリップ移

動の割合。「トリップ」とは、人がある目的を持ってある地点から

ある地点へ移動する単位。移動の目的が変わるごとに１つのトリッ
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用語解説 

プとする。 

実質地価上昇率 

基準年（Ｒ７）の地価を１００とした場合の、過去１０年間の固定

資産税（土地）の平均増加率（中期財政見通し）から、過去１０年

間の平均物価上昇率を控除した割合。 

人口集中地区（DID） 

総務省統計局が統計データに基づいて一定の基準により都市的地

域を定めたもの。国勢調査基本単位区等を基礎単位として、人口密

度が４，０００人/ｋｍ２以上の基本単位区が隣接し、人口５，００

０人以上を有する地域。 

人工知能（AI） 
人間の知的な働きをコンピュータで実現する技術やシステムの総

称。 

シームレス化 

シームレスとは「継ぎ目のない」という意味で、転じて複数のサー

ビス間のバリアをとり除き、容易に複数のサービスを利用すること

ができることを指す。公共交通のシームレス化とは、複数の交通手

段の接続性を改良することを言う。 

水平避難 災害時に危険な場所から安全な場所へ横方向に移動する避難方法。 

ZEH 

Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の

略称で、住宅で消費する年間の一次エネルギー量を、省エネと再生

可能エネルギーの導入によって実質ゼロにすることを目指した家。 

ZEB 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の

略称で、建物で消費する年間の一次エネルギー量を、再生可能エネ

ルギーの導入などで実質ゼロにすることを目指した建物。 

想定災害降雨強度 
災害対策や施設設計のために、過去の降雨データや統計をもとに

「この地域で起こり得る最大級の降雨の強さ」を想定した値。 

ゾーンシステム 
都市や地域を複数のゾーン（区域）に分けて、交通計画や料金設定、

データ集計などを行う仕組み。 

 

【タ行】 

大規模盛土造成地 
斜面や谷を埋めたり切り土したりして、広い平坦な土地を人工的に

造成した場所。 

脱炭素 
二酸化炭素（CO₂）などの温室効果ガスの排出をできるだけゼロに

近づける取り組み。 

地域版ハザードマッ

プ 

特定の地域における災害リスク（洪水、土砂災害、津波など）を地

図上に示し、住民が避難や防災行動に役立てるために作成された地

図。 

地区計画 

既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」

を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度

のことをいう。 

地区防災計画 
地域住民や自治会などが主体となって、災害時に自分たちの地区で

どのように避難・救助・情報共有を行うかをまとめた計画。 

津波災害警戒区域 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、最大クラスの津波
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が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあ

る区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべ

き区域として都道府県知事が設定する。 

津波浸水想定区域 

最大クラスの津波があった場合に想定される浸水の区域・水深のこ

とであり、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、都道府

県知事が設定する。 

低未利用地 

適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡

り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて

利用の程度（利用頻度、整備水準、管理状況など）が低い「低利用

地」の総称。 

デジタル・トランス

フォーメーション

（DX） 

デジタル技術を活用して、業務やビジネスモデル、組織文化を抜本

的に変革し、価値を創出する取り組み。 

都市計画基礎調査 

都市計画を立案・見直しするために、土地利用、人口、交通、環境

などの現況を体系的に調べる調査のことで、概ね５年ごとに実施さ

れている。（都市計画法第６条） 

都市計画区域 

機能的な都市活動を確保するため、一体の都市として総合的に整

備、開発及び保全する必要があるとして都道府県が定める区域（都

市計画法第５条）。 

都市計画区域マスタ

ープラン 

都道府県が定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針であ

り、その区域における都市計画の基本的な方向性を示すもの。（都

市計画法第６条の２） 

都市計画道路 
快適な都市活動や良好な市街地環境を形成するため配置される都

市の骨格となる道路で、都市計画に定めた道路。 

都市計画法 

都市の無秩序な開発を防止し、計画的な都市づくりを推進するた

め、都市計画の内容や手続、土地利用等の制限、都市計画事業等を

定めた法律。 

都市洪水想定区域 

都市部で大雨や河川氾濫などによって洪水が発生した場合に、浸水

する可能性があると想定された区域。（特定都市河川浸水被害対策

法） 

都市施設 
道路、公園、下水道、河川、その他公共公益施設等で、都市生活を

営む上での主要な施設。（都市計画法第１１条） 

都市浸水想定区域 

一時的に大量の降雨が生じた場合、この降雨を下水道・河川などに

排水できないことによって浸水が予想される区域。（特定都市河川

浸水被害対策法） 

土砂災害特別警戒区

域 

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の

生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると求められる区

域で、都道府県知事が定める。 
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【ナ行】 

内水浸水想定区域 
大雨などで下水道や排水施設の処理能力を超え、雨水が排水できず

に道路や低地に水がたまる「内水氾濫」が起きると想定される区域。 

南海トラフ巨大地震 
静岡県の駿河湾から九州沖に延びる海底のくぼみ「南海トラフ」の

一帯を震源域とする地震。 

 

【ハ行】 

ハザードマップ 
自然災害による被害軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区

域や避難経路、避難場所等の防災関係施設の位置等を示した地図。 

ハンプ 
道路上に設置される小さな盛り上がり（段差）で、車の速度を落と

すための構造物。 

パーク＆ライド 
自宅から自動車で最寄りの駅などに行き、その周辺の駐車場に駐車

し、公共交通機関で通勤する形態をいう。 

避難確保計画 

洪水・土砂災害・津波などの自然災害が発生する恐れのある際に、

施設利用者や住民が「円滑かつ迅速に避難できるようにするための

仕組みや方法を予めまとめた計画。 

標準耐用年数 
水道や下水道などの管路が通常の使用条件で機能を維持できると

見込まれる平均的な年数。 

備蓄倉庫 
災害や緊急時に備えて、食料・水・毛布・医薬品などの生活必需品

を保管しておくための倉庫。 

風致地区制度 

都市計画法第８条に基づく地域地区で、都市の風致を維持するため

に指定する地区である。具体的には、自然の景勝地、公園、沿岸、

緑豊かな低密度住宅地などに指定、建築物、造成、伐採などに対し

ての規制を受ける。 

復興事前準備 
災害が発生した後の復旧・復興を円滑に進めるために、平常時から

計画や体制を整えておく取り組み。 

分散備蓄倉庫 
災害時に必要な食料・水・毛布などの物資を、1か所に集中させず

複数の場所に分けて保管するための倉庫。 

防火地域及び 

準防火地域 

都市計画法第８条に基づく地域地区で、建築物が密集する市街地に

おいて、建築物の構造等を規制・誘導することにより、火災による

延焼の危険性を低下させ、都市の防災性を強化することを目的とし

て指定する地域。 

ポテンシャル 

一般的に「潜在的な能力や可能性」という意味。 

現時点では顕在化していないが、将来発揮される可能性がある力や

価値のこと。 

 

【マ行】 

MaaS 

サービスとしての移動（Mobility as a service）の略称。ICT（情

報通信技術）を活用してマイカー以外の移動をサービスの予約・購

入から決済までシームレスに繋ぐ概念。 
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 マイタイムライン 

住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）であり、台風等の

接近による大雨によって河川の水位が上昇する時に、自分自身がと

る標準的な防災行動を時系列的に整理し、自ら考え命を守る避難行

動のための一助とするもの。 

無電柱化 

災害時の道路閉塞防止、良好な景観形成、道路通行の安全性確保の

観点から、電線や通信ケーブルを地中に埋設するなどして、道路か

ら電柱を無くす取り組み。 

モビリティサービス 人やモノの移動を効率的かつ快適にするためのサービス全般。 

 

【ヤ行】 

優良農地 

集団的に存在する農地や農業水利施設の整備等を行ったことによ

って、生産性が向上した農地など、良好な営農条件を備えている農

地のこと。 

用途地域 

市街地における建築物の用途等を規制することで、住居、商業、工

業等の良好な市街地環境の形成を目指すため指定する地域。（都市

計画法第８条） 

要配慮者等 

災害時に自力で安全な避難をすることが難しい人や、その支援が必

要な人々（高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、医療・介護が必要

な人）。 

要配慮者利用施設 
災害時に自力で避難することが難しい人（要配慮者）が利用する施

設（福祉施設、医療機関、保育所や学校等）。 

 

【ラ行】 

ライフサイクルコス

ト 

インフラ等の設計・開発から製造、販売、保守、修繕、最後の廃棄

にいたるまでに発生する全費用のこと。 

リノベーション 既存の建物や空間を改修し、価値や機能を高めること。 

流出抑制施設 
雨水が一度に大量に流れ出して洪水や下水の負担を増やさないよ

う、流出量や流出速度を抑えるための施設。 

ループバス 一定のエリア内を循環するように走るバス路線。 

レクリエーション 心身をリフレッシュし、楽しむための活動や娯楽のこと。 
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